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自
衛
官
等
募
集

◎
防
衛
大
学
校
学
生

■
応
募
資
格

　

高
卒
（
見
込
み
含
む
）
21
歳
未
満

の
者

■
受
付
期
間
（
試
験
日
）

・
一
般　

平
成
29
年
１
月
21
日
㈯
～

27
日
㈮
（
１
次
試
験
・
2
月
18
日
㈯
）

■
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
市
南
町
3
丁
目
8
番
4
号　

荒
田
ビ
ル
2
階

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
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０
（
２
２
）
８
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公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

が
送
付
さ
れ
ま
す

　

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な
ど
の

「
老
齢
年
金
」
は
、
所
得
税
法
上
の

雑
所
得
と
し
て
課
税
対
象
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
老
齢

基
礎
年
金
」
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
年
間
の
年
金
支
払
総
額

な
ど
を
記
載
し
た
「
源
泉
徴
収
票
」

が
平
成
29
年
1
月
下
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
ま
た
は

住
民
税
の
申
告
の
際
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
再
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
年

募
集

金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
に
つ
い
て
は
課
税
の
対
象

外
（
非
課
税
）
と
な
っ
て
い
る
た

め
、「
源
泉
徴
収
票
」
は
送
付
さ
れ

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

岩
国
年
金
事
務
所　
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４
）
２
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国
民
健
康
保
険

半
日
人
間
ド
ッ
ク
を
実
施
し

ま
す

　

今
年
度
も
国
保
半
日
人
間
ド
ッ

ク
を
実
施
し
ま
す
。
生
活
習
慣
病

等
の
疾
病
の
予
防
と
早
期
発
見
・

早
期
治
療
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

■
実
施
期
間

　

平
成
29
年
１
月
４
日
㈬
～
３
月

31
日
㈮

■
対
象
者

　

周
防
大
島
町
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
の
う
ち
、
平
成
28
年
４

月
１
日
現
在
、
満
40
歳
か
ら
59
歳

ま
で
の
方
（
昭
和
31
年
４
月
２
日

～
昭
和
51
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

方
）

■
自
己
負
担
（
受
診
者
負
担
金
）

　

基
本
検
査
３
０
０
０
円
（
た
だ

し
、
基
本
検
査
以
外
に
胃
部
検
査

等
の
追
加
検
査
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
別
途
追
加
負
担
金
が
必
要

と
な
り
ま
す
）

お
知
ら
せ

■
検
査
項
目

【
基
本
検
査
】
問
診
、
身
体
診
察
、

身
体
計
測
、
血
圧
測
定
、
視
力
、

聴
力
検
査
、
尿
検
査
、
便
潜
血
検

査
、
血
液
検
査
（
貧
血
、
代
謝
、

肝
機
能
、
脂
質
、
腎
・
膵
機
能
）、

心
電
図
、
胸
部
Ｘ
線
検
査

【
追
加
検
査
】
胃
部
Ｘ
線
検
査
、
胃

内
視
鏡
検
査
、
腹
部
超
音
波
検
査
、

前
立
腺
が
ん
検
査

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　

　

周
防
大
島
町
立
東
和
病
院
（
健

康
管
理
室
）

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
３
１
０

　

周
防
大
島
町
立
大
島
病
院
（
健

康
管
理
室
）　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
２
５
８
０

未
来
に
つ
な
ぐ
相
続
登
記

～
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す

か
～

　

不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
の
登

記
名
義
人
（
所
有
者
）
に
相
続
が

発
生
し
た
と
き
は
、
不
動
産
の
所

在
を
管
轄
す
る
法
務
局
に
相
続
登

記
（
名
義
変
更
）
の
申
請
を
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

相
続
登
記
は
、
登
記
を
し
な
い

こ
と
に
よ
る
罰
則
等
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
長
い
間
、
相
続
登
記
を
し

　事業主のみなさん。平成 29 年 1月 1日より、雇用保
険の加入対象の範囲が拡大されます。
　平成 29 年 1 月 1 日以降に新たに 65 歳以上の労働者
を雇用した場合、雇用保険の加入対象となります。また、
平成 28年 12 月末までに 65歳以上の労働者を雇用し平
成 29 年 1月 1日以降も継続して雇用する場合も、雇用
保険の加入対象となります。

※雇用形態（正社員、パート、アルバイト等）問わず、1週
　間の所定労働時間が 20時間以上で 31日以上の雇用見
　込みがある労働者は雇用保険の加入対象となります。
※ 65歳以上の労働者の保険料の徴収は、平成 31年度ま
　では免除となります。
■問い合わせ
　柳井公共職業安定所　☎０８２０（２２）２６６１

雇用保険の加入対象拡大について
～平成 29 年 1月 1日より 65 歳以上の方も

雇用保険の加入対象となります～


